
塗

炭

考

粛

|
|
陸
修
静
の
三
元
塗
炭
粛
を
軸
と
し
て
ー
ー
ー

は

じ

め

に

道
教
の
儀
穫
の
中
で
も
最
も
重
要
な
も
の
の
一
つ
に
、
粛
と
い
う

儀
穫
が
あ
る
。
こ
の
儀
躍
は
、
道
教
に
お
い
て
は
、
本
来
的
な
潔
棄

と
い
う
意
味
を
超
え
、
罪
過
を
餓
悔
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
質
的
目

的
を
達
成
す
る
祈
願
の
儀
穫
と
な
っ
た
。
こ
の
儀
穫
に
は
、
金
銭

策
、
三
皇
索
、
明
良
費
な
ど
い
く
つ
か
の
種
類
が
あ
り
、
そ
の
名
穏

や
数
果
、
分
類
方
法
な
ど
は
経
典
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
中
で
最
も
古
い
と
さ
れ
る
儀
穫
に
塗
炭
粛

が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
こ
の
塗
炭
粛
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
先
撃
が

関
連
し
て
言
及
し
て
い
る
だ
け
で
、
専
門
的
に
取
り
上
げ
て
論
じ
た

塗

炭

費

考

山

庚

田

明

も
の
は
ほ
と
ん
ど
見
嘗
た
ら
な
い
。
筆
者
の
知
る
限
り
に
お
い
て

(
2
d
 

は
、
山
田
利
明
氏
が
、
陸
修
静
(
四
O
六
J
四
七
七
〉
の
修
粛
の
思
想

と
い
う
観
黙
か
ら
主
と
し
て
=
一
元
塗
炭
粛
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
と
そ

の
他
の
諸
策
、
併
教
の
織
法
、
大
乗
思
想
、
儒
教
思
想
と
の
関
連
に

つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
論
考
~
か
あ
る
ぐ
ら
い
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
山
田
氏
の
論
考
は
、

そ
も
そ
も
陸
修
静
の
修
驚
の
思
想
を
解
現

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
塗
炭
粛
に
つ
い
て
は
専
ら
三
一
元

塗
炭
驚
が
扱
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
他
の
塗
炭
策
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん

ど
言
及
さ
れ
て
お
ら
れ
な
い
。

さ
て
、
こ
の
=
一
元
塗
炭
粛
は
、
元
嘉
十
四
年
ハ
四
三
七
〉
に
霊
昆
艇

を
整
理
し
て
「
霊
賓
経
目
序
」
を
著
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
斎
戒
儀
範

四
七



F苦

塗

炭

考

を
整
備
す
る
と
い
う
偉
業
を
成
し
遂
げ
た
陸
修
欝
に
よ
っ
て
、
特
に

重
視
さ
れ
、
整
備
・
改
良
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、

塗
炭
努
を
、
あ
る
い
は
他
の
粛
を
研
究
す
る
に
お
い
て
も
非
常
に
重

し
か
し
、
塗
炭
驚
は
陸
修
静
の
三
元
塗
炭
粛

だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
に
も
、
そ
し
て
そ
れ
以
後
に
も
時
代
と

と
も
に
幾
分
か
形
を
費
え
な
が
ら
行
わ
れ
て
お
り
、
事
質
、
そ
れ
ら

の
塗
炭
粛
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
資
料
も
い
く
つ
か
存
在
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
塗
一
炭
驚
と
い
う
儀
躍
そ
の
も
の
を
解
現
し
よ
う
と
す

要
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

る
場
合
、
こ
の
三
一
克
塗
炭
粛
に
つ
い
て
の
考
察
の
み
で
は
や
は
り
不

十
分
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

他
の
先
撃
の
論
考
の
中
に
は
、
こ
の
三
元
塗
炭
粛
以
外
の
塗
炭
粛

に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
も
の
も
見
受
け
ら
れ
る
が
、
前
述
し
た

よ
う
に
塗
炭
菊
そ
の
も
の
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
専
論
で
は
な
く
、

部
分
的
に
し
か
扱
っ
て
い
な
い
も
の
が
多
い
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
こ
の
塗
炭
粛
に
つ
い
て
、
そ
の
方
法
が
記

ま
ず
、
資
料
の
一
示
す
塗
炭
曜
刑
法
が

さ
れ
て
い
る
資
料
を
使
用
し
て
、

い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
考
察
し
、
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
結
果

を
比
較
し
て
塗
炭
寵
刑
法
が
い
か
に
愛
容
し
て
き
た
の
か
通
史
的
に
一
ホ

四
1¥ 

す
こ
と
で
、
塗
炭
粛
と
い
う
儀
薩
そ
の
も
の
を
解
明
す
る
一
助
と

L

た
い
。
考
察
に
際
し
て
は
、
塗
炭
粛
を
考
察
す
る
上
で
非
常
に
重
要

な
意
味
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
陸
修
静
の
三
元
塗
炭
粛
を
軸
と
し
て
、

そ
れ
以
前
の
塗
炭
粛
と
そ
れ
以
後
の
塗
炭
粛
と
に
分
け
て
考
察
し
て

い
き
た
い
。

陸
修
静
以
前
の
塗
炭
極
刑
法

陸
修
静
以
前
の
塗
炭
融
刑
法
に
つ
い
て
述
べ
た
資
料
に
は
、
梁
-
得

玄
光
の
↓
『
癖
惑
論
』
(
『
大
正
蔵
』
第
五
二
期
、
四
九
頁
上
)
、

安
の
『
二
教
諭
』
(
『
大
正
蕨
』
第
五
二
樹
、

北
周
・
道

驚
の
『
笑
道
論
』
(
寸
大
正
蕨
』
第
五
二
一
樹
、

北
周
・
頭

一
四
九
頁
下
)
と
い
う
係
数

一四
O
頁
下
〉
、

側
の
資
料
と
、
コ
一
一
洞
珠
嚢
』
(
『
道
厳
』

S
N
一
一
一
二
九
〉
巻
一
所
引
の

『
太
員
科
』
と
い
う
道
教
側
の
資
料
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
の

う
ち
、
係
数
側
の
三
つ
の
資
料
は
、
い
ず
れ
も
塗
炭
粛
に
つ
い
て
批

剣
し
た
も
の
で
、
若
干
の
相
違
は
あ
る
も
の
の
似
た
内
容
の
こ
と
が

『
太
田
県
科
』
に
つ
い
て
は
、
四
二

O
年

(
6
)
 

代
前
宇
頃
に
成
立
し
た
と
す
る
大
淵
忍
爾
氏
の
推
定
や
そ
の
記
載
内

述
べ
ら
れ
て
い
る
。

一方、

容
か
ら
す
る
と
、
こ
れ
に
記
さ
れ
て
い
る
塗
炭
粛
法
は
、
お
よ
そ
東



菅
末
か
ら
劉
宋
初
回
慣
の
塗
炭
斎
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

(
こ
の
貼
に

つ
い
て
は
、
本
街
全
一
)
で
考
察
す
る
)
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
「
隷
惑

論
』
、
コ
一
教
諭
』
、
司
笑
遁
論
』
と
い
う
併
数
側
の
資
料
と
『
太
員
科
』

と
い
う
道
数
側
の
資
料
の
二
種
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
塗
炭
禁
法

は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
考
察
し
て
み
た
い
。

f、、

一'J 
守
競
惑
論
L
、
コ
一
教
諭
』
、
「
笑
道
論
』
所
載
の
塗
炭
資
法

『
癖
惑
論
』

iこ
ii 

陸
修
静
以
前
の
塗
炭
策
法
に
つ
い
て
次
の
よ

う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

叉
、
塗
山
灰
寵
閣
は
、
事
、
張
魯
よ
り
起
こ
る
。
尽
夷
の
化
し
難
き

が
故
に
斯
の
法
を
制
す
。
乃
ち
泥
中
を
纏
摂
し
、
黄
函
も
て
面

な
げ
う
や
ね
の
か
ど

に
泥
し
、
頭
を
樋
ち
て
拐
に
懸
け
、
埴
を
摂
し
て
熟
せ
し
む
。

此
の
法
の
指
は
透
陸
に
在
り
、
華
夏
に
は
施
さ
ず
。
義
烈
の
初

に
至
り
、
王
公
其
〔
期
〕
有
り
て
、
賓
を
貧
ぼ
り
苦
を
憶
か
り
、

い
た

矯
か
に
打
拍
を
省
く
に
次
る
。
呉
の
陸
修
静
、
甚
だ
源
の
僻
な

ζ
ず

し

ば

(
7
)

る
を
知
る
も
、
猶
ほ
渥
も
て
額
に
挟
り
、
懸
け
探
る
の
み
。

ま
た
、
こ
れ
よ
り
少
し
時
代
の
下
っ
た
『
笑
道
論
』
に
は
、
衣
の
よ

う
に
記
さ
れ
て
い
る
。斎

塗

炭

考

或
い
は
塗
炭
粛
を
潟
す
者
、
黄
土
も
て
泥
面
し
、
泥
中
を
騒
級

し
、
頭
を
懸
け
て
著
控
し
、
打
拍
し
て
熟
せ
し
む
。
耳
目
の
義
照

中
よ
り
、
道
士
王
公
期
、
打
拍
法
を
除
く
。
而
し
て
陸
修
静
、

猶
ほ
黄
土
を
以
て
額
を
泥
し
、
反
縛
し
て
頭
を
懸
一

u

可
二
教
諭
』
の
記
述

γ」
れ
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
記
述
の
う
ち
、

『
癖
惑
論
』

の
記
述
に
つ
い
て
は

塗
炭
粛
の
開
始
を
張
魯
と
す
る
と
か
、
民
や
夷
な
ど
の
異
民
族
を
数

化
す
る
た
め
に
塗
炭
粛
は
作
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
に
闘
し
て
問
題

〈
国
〕

が
、
無
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
議
論

せ
ず
、
二
つ
の
記
述
に
沿
っ
て
陸
修
静
以
前
の
塗
炭
禁
法
の
畿
運
に

つ
い
て
記
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

①
泥
の
中
を
這
い
ず
り
回
っ
て
黄
土
を
顔
面
に
塗
り
つ
け
、
頭
を
柱

に
懸
け
て
顔
面
を
打
拾
し
て
ほ
て
ら
せ
る
。

②
束
耳
日
・
義
照
年
開
(
四
O
五
i
四
一
八
〉
に
道
士
の
王
公
期
が
苦
を

は
ば
か
っ
て
「
打
拍
」
の
部
分
を
取
り
除
き
、
泥
の
中
を
這
い
ず

り
回
っ
て
黄
土
を
顔
面
に
塗
り
つ
け
頭
を
柱
に
懸
け
る
と
い
う
形

式
に
な
る
。

③
陸
修
静
に
よ
っ
て
「
反
縛
」
が
加
え
ら
れ
、
泥
を
額
に
塗
り
、
逆

四
九



策

考

塗

炭

手
で
縛
っ
て
頭
を
桂
に
懸
け
る
と
い
う
形
式
に
な
る
。

こ
こ
で
一
言
う
「
打
拍
」
と
は
、
文
脈
か
ら
、
「
泥
を
塗
っ
た
顔
を

打
ち
叩
く
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
「
反
縛
」
と
は
、
「
手
を
逆
手
で

(
U
}
 

縛
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
頭
を
柱
に

懸
け
る
」
と
は
、
こ
の
部
分
だ
け
で
は
、
「
首
か
せ
を
し
て
柱
に
繋

げ
る
」
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
次
節
に
お
い
て
考
察
す
る
よ
う

に
、
「
髪
を
解
い
て
ザ

γ
バ
ラ
に
し
て
柱
に
繋
げ
る
」
と
い
う
こ
と

に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
要
す
る
に
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
自
虐

行
震
に
よ
っ
て
「
苦
」
を
表
し
た
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
塗

炭
粛
と
は
、
自
虐
行
局
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
「
苦
」
の
儀
躍
で
あ

る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

ハ一一)

『
太
田
県
科
』
所
載
の
塗
炭
策
法

コ
二
洞
珠
嚢
』
巻
一
、
二
十
三
紙
に
は
、
「
太
員
科
上
に
云
は
く
」

と
し
て
、
塗
炭
粛
に
つ
い
て
衣
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

篤
病
の
救
命
を
名
づ
け
て
義
斎
と
震

す
。
三
日
夜
、
高
徳
の
一
人
は
斎
主
と
潟
り
、
五
人
は
従
官
と

太
員
科
上
に
云
は
く
、

鋳
る
。
精
誠
に
し
て
柴
を
好
む
篠
生
も
亦
た
粛
に
従
ふ
可
し
。

五。

掛
町
を
好
み
徳
を
進
む
る
に
非
ざ
れ
ば
、
策
に
従
ふ
を
得
ざ
る
な

り
、
と
。
又
た
云
は
く
、
父
母
、
師
君
、
同
道
の
大
災
病
厄
を

救
解
す
る
に
、
賢
官
は
露
壇
に
大
謝
L
、
関
格
に
散
髪
し
、
額

に
泥
し
て
三
十
二
天
に
櫨
す
。
粛
中
に
子
午
章
を
奏
し
、
苦
到

れ
ば
必
ず
感
ず
色
回
数
塗
炭
策
法
に
依
る
な
り
)

o

粛
す
る
に
悉
く

門
中
に
七
燈
を
然
せ
ば
、
租
に
光
明
を
延
く
。
又
た
五
燈
は
、

井
竃
、
門
閣
に
各
々
一
な
れ
ば
、
聴
明
に
し
て
穏
な
る
を
致

す

、

と

。

叉

た

云

は

く

、

法

師

、

衆

官

、

苦

に

法
を
宣
ベ
、

精
し
、
穫
を
行
ひ
節
を
得
て
、
儀
序
、
厳
け
ざ
れ
ば
、
病
人
は
よ

恩
を
受
け
、
漸
く
差
愈
す
る
を
蒙
る
。
三
自
粛
し
て
、
心
魁
く

は致
、有

倍ら
を ~i
言十
ふ師
をに
卒葬
と三
震十
す
な従
り官

とI2IJ、
O~ 葬

十
を
賜
ふ

策
日

こ
れ
に
よ
り
、
『
太
員
科
』
所
載
の
塗
炭
祷
法
に
つ
い
て
次
の
こ

と
が
吾
一
一
回
え
る
。

①
粛
の
日
数

一一一日開。

倍
を
計
ふ
を
率
と
鋳
す
」

と

あ
る
い
は
、
「
粛
日
は
、

あ
る
こ
と
か
ら
、
三
日
の
粛
を
二
回
行
な
っ
て
合
計
六
日
聞
を
標
準

と
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。



②
参
融
用
者

徳
の
高
い
一
人
の
者
が
粛
主
と
し
て
、
五
人
の
者
が
従
官
と
し
て

粛
に
参
加
し
、
心
が
純
粋
で
端
末
(
音
楽
か
〉
を
好
む
銀
生
も
参
加
で
き

た
。
築
を
好
ま
ず
、
徳
に
勤
め
な
い
者
は
参
加
で
き
な
か
っ
た
。

こ
こ
で
、
「
篠
生
し
と
あ
る
が

で
の
位
階
を
表
す
語
で
、

道
教
教
圏
組
織
の
中

こ
れ
は
、

蛍
時
(
東
膏
末
か
ら
劉
宋
初
頃
)
の
天
師
道

や
新
天
師
遣
に
お
い
て
は
、
「
祭
酒
」
や
「
道
官
(
道
士
〉
」
に
次
ぐ
位

階
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
「
驚
主
」
、
「
従
官
」
と
は
、

く
、
「
祭
酒
」
や
「
道
官
(
道
士
ど
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 お
そ
ら

③
粛
の
目
的

父
母
、

恩
師
、

道
門
の
信
者
の
病
気
や
災
厄
を
解
い
て
救
済
す

る④
粛
の
方
法

粛
官
(
費
主
と
従
官
〉
が
、
野
外
の
壇
に
お
い
て
、
欄
格
の
も
と
で

髪
を
ザ
ン
パ
ラ
に
し
、
額
に
泥
を
塗
り
、
三
十
二
天
ピ
躍
し
て
自
ら

が
犯
し
た
罪
を
大
謝
し
、
そ
の
後
、
子
午
章
を
三
十
二
天
の
紳
に
奏

し
て
祈
願
す
る
。
調
澗
官
が
こ
の
儀
穫
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
受
け
る

「
苦
」
が
、
章
と
と
も
に
天
上
の
神
の
も
と
に
ま
で
届
け
ば
、

天
上

重野

考

塗

炭

の
一
柳
は
必
ず
そ
れ
に
感
廃
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
こ
こ
で
言
う
「
苦
」
と
は
、

い
わ
ゆ
る
粛
を
行
う

こ
と
に
よ
る
「
功
徳
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
の

「
苦
」
の
有
無
が
祈
願
達
成
の
鍵
と
な
る
と
考
え
ら
れ
引
が
つ
ま
り
、

こ
の
「
苦
」
が
あ
っ
て
初
め
て
、
ま
ず
、
輩
が
天
上
の
紳
の
も
と
に

ま
で
屑
き
、
そ
し
て
、
天
上
の
神
は
こ
の
「
苦
」
が
あ
る
こ
と
を
確

認
し
て
か
ら
、
祈
願
を
か
な
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
塗
炭
驚
は
、
泥
を
額
に
塗
り
自
虐
行
盛
岡
を
行
い
罪
を
機
悔
す
る

こ
と
で
功
徳
を
得
、
そ
の
功
徳
に
よ
っ
て
上
章

γ
行
い
新
一
蹴
す
る
と

い
う
構
成
に
な
っ
て
い
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、

「
子
午
章
」
に
関
し
て
、
『
赤
松
子
章
暦
』
(
『
道

蕨』

S
N
六
一
五
)
巻
二
、
十
九
紙

a
に
は
、
同
じ
く
『
太
員
科
』
を

引
い
て
、
上
章
に
よ
る
治
病
の
方
法
を
述
べ
て
、
「
若
し
危
急
な
ら

ば
子
午
請
命
弁
び
に
却
三
官
死
解
章
を
上
る
」
と
あ
る
。
こ
の
「
子

午
請
命
章
L

と
こ
こ
の
「
子
午
章
」
が
同
じ
も
の
か
ど
う
か
は
分
か

ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
治
病
を
祈
願
し
た
章
で
あ
る
と
い
う
貼

こ
こ
の

で
は
一
致
し
て
い
る
。

⑤
据
閣
の
数
果

五



塗

炭

策

考

調
澗
主
が
法
を
読
き
、
従
官
が
苦
行
に
勤
め
、
秩
序
を
依
く
こ
と
な

く
儀
躍
を
終
わ
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
、
病
人
は
そ
の
恩
を

受
け
て
茨
第
に
病
が
癒
え
て
い
く
。
三
日
開
粛
を
行
っ
て
、
数
果
が

あ
っ
た
な
ら
ば
、

調
澗
圭
は
算
〈
算
)
三
十
を
、
従
官
は
小
算
二
十
を

賜
る
。

人
の
毒
命
算
定
の
基
礎
と
な
る
数

で
、
善
行
を
行
え
ば
増
え
、
悪
行
を
行
え
ば
減
ら
さ
れ
、
そ
の
増
減

に
よ
っ
て
人
の
霧
島
瑚
が
決
ま
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
、

こ
こ
で
言
う
「
算
」

と
は
、

天
仙
、

地
仙
を
得
る
た
め

『
抱
朴
子
』
封
俗
篇
な
ど
に
説
か
れ
る
、

、7
J

の
華
同
行
一
に
も
つ
な
が
る
。
つ
ま
り
、
儀
薩
を
行
い
数
果
が
あ
っ
た
な

粛
を
行
っ
た
者
(
道
士
、
あ
る
い
は
祭
酒
)
は
そ
の
善
行
が
認

め
ら
れ
、
算
を
賜
り
、
書
命
が
延
び
、
ゆ
く
ゆ
く
は
昇
仙
に
至
る
と

ら
t工

い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
『
太
員
科
』
所
載
の
塗
炭
掘
商
法
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。

で
は
、
こ
こ
で
、
こ
の
儀
穫
が
い
つ
頃
の
も
の
な
の
か
、
改
め
て
考

察
し
て
み
た
い
。

④
の

を
見
て
み
る
と
、
「
打
拍
」

と
い
う
行
震
も

「
粛
の
方
法
」

「
反
縛
」

と
い
う
行
篤
も
ど
ち
ら
も
存
在
し
て
な
い
こ
と
に
気
が
つ

五

く
。
す
る
と
、
こ
こ
で
、
東
菅
・
義
照
年
閲
つ
ま
り
東
菅
末
に
王
公

期
が
「
打
拍
」
を
除
き
、
そ
の
後
、
劉
宋
の
道
士
・
陸
修
静
が
「
反

縛
」
を
新
た
に
加
え
た
と
い
う
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ

れ
に
よ
り
、
こ
の
塗
炭
車
刑
法
は
、
王
公
期
以
後
、
陸
修
静
以
前
の
塗

炭
策
法
で
あ
り
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
東
菅
末
頃
か
ら
劉
宋
初
頃
の

塗
炭
斎
法
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。

陸
修
静
の
塗
炭
審
刑
法

陸
修
静
の
塗
山
灰
寵
澗
法
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
資
料
と
し
て
は
、

『
塗
炭
乱
闘

7
調
玄
震
賓
五
感
文
』
主
署
員
一
二
七
八
)

二
つ
が
確
認
さ
れ
る
。

の

こ
の
う
ち
、
『
塗
炭
驚
儀
』

に
つ
い
て
は
、

現
行
の
『
道
蕨
』
中
に
は
牧
め
ら
れ
て
い
な
い
な
ど
、
も
は
や
現
存

し
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
主
に
『
洞
玄
霊
賓
五
感
文
』
に
よ

っ
て
陸
修
静
の
塗
炭
融
刑
法
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
し
た

し、

そ
の
前
に
、
こ
の
『
洞
玄
霊
賓
五
感
文
』
と
い
う
文
献
そ
の
も
の

に
つ
い
て
若
干
説
明
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
経
典
は
、
陸
修
静
が
霊

賓
経
の
整
理
を
行
い
驚
儀
穫
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
修
静
自
身



が
著
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
修
静
は
こ
の
経
典
の
中
で
斎
儀
穫
に
つ

い
て
分
類
整
理
を
行
っ
て
い
引
山
す
な
わ
ち
、
調
澗
儀
穫
を
「
洞
真
上

清
之
斎
」
、
「
洞
玄
室
賓
之
斎
」
、
「
三
一
克
塗
炭
之
驚
」
の
三
種
に
分
類

し
、
そ
れ
ぞ
れ
を
更
に
細
か
く
分
類
し
て
い
る
。
こ
の
分
類
に
注
意

す
る
と
、
コ
一
一
元
塗
炭
之
斎
」
と
い
う
項
目
の
み
ぞ
れ
以
上
分
類
さ

れ
る
こ
と
な
く
、
車
濁
の
儀
穫
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

分
か
る
。
ま
た
、
詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、
こ
の
『
洞
玄
室
費
五
感

文
』
と
い
う
名
は
、
「
五
感
の
心
」
と
い
う
「
一
一
一
元
塗
炭
之
驚
」
を

賓
践
す
る
際
の
心
得
を
述
べ
た
も
の
に
由
来
し
て
お
り
、
更
に
、
修

静
自
身
も
こ
の
「
三
元
塗
炭
之
粛
」
を
実
践
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

修
静
は
、
数
あ
る
斎
法
の
中
で
も
こ
の
「
三
元
塗
炭
之
官
澗
」
を
と
り

(
却
〉

わ
け
重
視
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
コ
ニ
元
塗
炭
之
斎
」
ハ
以
下
、
一
二
一
万
塗
炭
粛
と
記
述
〉

と
は
一
種
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

三
一
沼
塗
炭
資
質
践
法

『
洞
玄
霊
賓
五
感
文
』
七
紙
b
四
か
ら
始
ま
る
三
一
克
塗
炭
粛
の
本

文
に
岨
到
す
る
註
よ
り
す
る
と
、
陸
修
静
の
三
元
塗
炭
資
質
践
法
は
衣

fヘ
一、ノ

草野

塗

茨

考

(
紅
)

の
よ
う
に
な
る
。

①
露
天
(
野
外
)
に
壇
を
築
く
。

②
壇
に
は
繍
格
を
設
け
る
。

③
粛
に
参
加
す
る
者
は
、

る。

皆

手
を
結
び
合
っ
て
気
を
同
じ
に
す

④
粛
を
行
う
賢
者
(
道
士
〉
は

髪
を
ザ
ン
バ

ラ
に
し
て
欄
格
に
縛
り
付
け
、
「
反
縛
」
(
逆
手
で
自
分
自
身
を
縛
る
〉

黄
土
を
額
に
塗
り
、

す
る
。

⑤
口
に
玉
壁
を
含
み
、
地
に
伏
せ
て
雨
足
を
開
き
、

セ
ン
チ
)
の
閲
隔
を
お
い
て
地
に
頭
を
打
ち
つ
け
て
餓
謝
す
る
。

⑥
重
の
三
時
ハ
早
朝
・
日
中
・
日
波
ν

に
は
西
に
向
か
い
、
夜
の
三
時

三
尺
(
約
九
十

(
初
夜
・
中
夜
・
後
夜
)

に
は
北
に
向
か
っ
て
行
う
。

⑦
粛
を
行
う
に
は
、
上
一
万
・
中
元
・
下
元
の
三
元
が
あ
り
、

十
二
日
開
、
蓮
績
し
て
合
計
三
十
六
日
開
行
う
。

一
一
万
は

③
下
一
元
が
終
了
し
た
ら
中
元
の
十
二
日
に
移
っ
て
、
三
回
の
方
謝
を

加
え
る
。

⑨
中
元
が
終
了
し
た
ら
上
元
の
十
二
日
に
移
っ
て
、

五
回
の
方
謝
を

加
え
る
。

五



塗

育

考

炭

⑬
機
謝
の
方
法
は
、
上
元
・
中
一
万
・
下
元
の
各
官
(
天
官
・
地
官
・
水

官
)
に
濁
し
て
、
壇
の
四
面
・
四
隅
に
お
い
て
、

向
に
方
謝
す
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
方

⑪
方
謝
を
加
え
て
い
く
ご
と
に
次
第
に
激
し
く
す
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
こ
の
陸
修
静
の
三
元
塗
炭
禁
法
も
‘
そ
れ
以
前
の

塗
炭
車
刑
法
と
同
様
、
泥
を
額
に
塗
り
自
虐
行
震
を
行
う
こ
と
に
よ
る

徴
悔
が
そ
の
中
心
と
な
っ
て
い
て
、
非
常
に
苦
を
伴
う
儀
櫨
で
あ
η

た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
以
前
の
塗
炭
掘
調
法
と
比
較
す
る

h-s-
、

φ
J
J
J
 

と
、
い
く
つ
か
相
違
貼
も
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

ま
ず
、
機
悔
す
る
に
蛍
た
っ
て
、
手
を
逆
手
で
縛
り
、

口
に
玉
壁

を
含
み
、
頭
を
地
に
打
ち
つ
け
る
と
い
う
行
震
が
新
た
に
加
わ
っ
て

「
手
を
逆
手
で
縛
り
」
、
「
口
に

玉
壁
一
を
含
ん
」
で
機
悔
す
る
と
い
う
行
震
に
つ
い
て
は
、
同
様
の
降

(
お
)

伏
儀
櫨
が
、
『
春
秋
左
氏
俸
』
信
公
六
年
に
見
え
る
。
さ
ら
に
、
「
口

に
玉
壁
を
含
む
」
に
闘
し
て
は
、
古
代
の
喪
躍
に
つ
飯
合
」
と
い
う

死
者
の
口
に
玉
や
壁
を
含
ま
せ
る
制
度
が
あ
る
。

い
る
の
に
気
が
つ
く
。

こ
の
う
ち
、

ま
た
、
「
頭
を
地

つ
ま
り
「
叩
頭
」
に
関
し
て
は
、
こ
れ
は
、
五
斗
(
お
)

米
道
や
大
卒
道
に
お
い
て
治
病
を
行
う
際
に
行
わ
れ
て
い
た
行
震
で

に
打
ち
つ
け
る
」

五
四

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
陸
修
静
は
、
中
園
古
来
の
俸
統
的
技
法
を
取

り
入
れ
て
こ
れ
ら
の
行
震
を
加
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
粛
を
行
う
日
数
が
、
『
太
良
科
』
所
載
の
塗
炭
資
法
の
三

日
開
よ
り
も
は
る
か
に
長
く
な
り
、
三
十
六
日
間
に
も
な
っ
て
い
る

こ
と
が
奉
げ
ら
れ
る
。
こ
の
三
十
六
日
の
粛
の
期
開
は
、
十
二
日
ご

と
に
、
上
元
・
中
一
元
・
下
元
の
三
つ
に
更
に
分
け
ら
れ
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。

の
三最
十後
二二 lこ
天
か櫨

h蒔
上客
苅う

E撃
フE ヵ:

f、 巨司
元15:

2昇
官白

豆長
田の

普5
水法

官
、
つ
ま
り
一
一
一
一
王
国
)
に
幾
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
奉
げ
ら
れ
る
。
こ
こ

で
、
こ
の
天
官
・
地
官
・
水
官
の
三
元
官
に
濁
し
て
行
わ
れ
て
い
た

(
お
)

儀
薩
と
し
て
、
五
斗
米
道
の
コ
ニ
官
手
室
閏
」
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
。

陸
修
静
が
、
何
故
、
機
侮
を
行
う
刑
判
象
と
し
て
こ
の
一
一
一
元
官
を
採
用

し
た
の
か
剣
然
と
し
な
い
が

陵
修
静
の
塗
炭
融
閣
法
が

し
か
し

コ
二
元
塗
炭
之
斎
」

と
な
っ
て
い
る
の
は
、

こ
の
三
元
官
を
俄
侮
を

行
う
封
象
と
し
て
採
用
し
た
の
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
①
J
⑪
ま
で
の
儀
躍
の
過
程
に
お
い
て
は
、
塗



炭
粛
の
構
成
の
う
ち
機
悔
の
方
法
し
か
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
祈
願
の

方
法
や
儀
躍
を
行
う
目
的
に
つ
い
て
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
祈

願
の
方
法
に
関
し
て
は
、
現
在
、
直
接
記
さ
れ
て
い
る
資
料
は
存
在

な
る
文
献
に

し
な
い
が

お
そ
ら
く
、

前
述
し
た

『
塗
炭
蔚
儀
』

は
、
こ
の
祈
願
に
つ
い
て
も
記
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

一
方
、
儀
穫
を
行
う
目
的
に
つ
い
て
は
、
『
洞
玄
震
賓
五
感
文
』
七

紙
b
一
J
四
に
見
ら
れ
る
本
文
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
に

は
、
占
次
の
よ
う
に
日
記
さ
れ
て
い
る
。

家は叉
門億
の曾回
無のく

最善4
の、元

罪無塗
至を数炭
重解劫之
にき来驚
し、の

て憂宗苦
量苦親節
をよ、を

穏り門以
る怒族つ
べ抜、て
かし及功
ら、びと
ず5人己潟
。)の泊:し

危身
厄の上

を
済
ふ
。
其
の
功
、

賓
践こ
にれ
よ lこ
っよ
てり
昔、

難こ
をの

受壬
ト「フE
る塗
」肌

と粛
をを

守富
泌す
徳る
)口

と的
」は
そ儀
の種
功の

て徳

自よ
分つ
のて
身
や道
自門
万の
の信

孟君

5室
主官
ごの

逼塑
?平

言語
で
犯
し
そ
し

て
き
た
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
の
罪
過
を
解
き
、
様
々
な
憂
苦
や
危
厄

か
ら
救
済
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

予晋

塗

炭

考

ハ一一)

陸
修
静
に
よ
る
一
一
一
元
塗
炭
資
質
践
の
記
録

以
上
の
よ
う
に
陸
修
静
は
三
元
塗
炭
粛
を
整
備
し
て
き
た
が
、

だ
整
備
し
た
だ
け
で
な
く
、
み
e
す
か
ら
寅
践
し
で
も
い
る
。

た

コ
一
一
洞
珠
嚢
』
(
『
道
蔵
』

S
N
一
一
一
一
一
九
)
巻
一
、
二
三
紙

a
に
は
、

陳

・

馬

極

の

を

引

い

て

次

の

よ

う

に

述

べ

ら

れ

て

い

『
道
事
倖
』

る

宋
の
太
始
七
年
四
月
、
明
一
帝
不
議
な
り
。
先
生
、
衆
を
事
い
て

三
元
露
粛
を
建
て
、
園
の
震
に
新
請
す
。
二
十
日
に
至
り
て
、

雲
陰
く
風
念
に
し
て
、
軽
雨
は
塵
を
漉
ぐ
。
二
更
に
再
び
唱
ふ

れ
ば
、
堂
前
に
忽
ち
責
気
有
り
。
朕
は
賓
蓋
の
如
し
。
下
よ
り

会
eee
時
u
m
'
L》

し
て
昇
り
、
高
き
こ
と
十
丈
許
り
に
し
て
、
増
幅
咋
を
粥
覆
す
。

ひ
さ
し

数
刻
の
頃
、
備
に
五
色
を
成
し
、
櫓
視
を
映
唆
し
、
俳
御
す
る

こ
と
良
や
久
し
く
し
て
、
忽
ち
復
た
廻
轄
し
、
経
豪
の
上
に
至

り
て
散
漫
し
て
乃
ち
歎
む
。
粛
を
預
り
観
る
者
百
有
徐
人
、

皆
、
見
ざ
る
莫
し
。
事
奏
き
る
れ
ば
、
天
子
の
疾
、
疹
ゆ
。
以

て
嘉
鮮
と
潟
す
。

陸
修
静
は
、

泰
始
七
年
(
四
七
一
〉
四

こ
の
記
録
か
ら
す
る
と
、

月
に
明
帝
が
病
に
伏
せ
る
と
、
自
ら
導
師
と
な
っ
て
門
人
を
率
い
て

五
五



塗

炭

草野

考

コ
一
元
塗
炭
粛
を
行
い
、
行
い
出
し
て
二
十
日
目
に
は
呉
獲
が
現
れ
始

め
、
や
が
て
明
一
帝
の
病
は
癒
え
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
こ
の
三
元
塗
炭
粛
を
行
う
こ
と
で
救
済
さ
れ
る
者

と
し
て
、
前
述
の
「
道
門
の
信
者
の
億
蔦
代
も
の
組
先
や
一
族
、
そ

し
て
、
自
分
の
身
や
自
分
の
一
族
に
至
る
ま
で
の
者
」
の
他
に
、
さ

ら
に
は
皇
帝
、
引
い
て
は
園
家
を
も
加
え
う
る
と
言
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
時
代
は
前
後
す
る
が
、
陸
修
静
が
み
ず
か
ら
一
一
一
元
塗

炭
禁
を
寅
践
し
た
と
い
う
記
録
は
も
う
一
つ
確
認
で
き
る
。
『
洞
玄

室
費
五
感
文
』
一
紙
b
に
は
女
の
よ
う
な
記
述
お
か
あ
る
。

笑
巳
の
年
の
多
を
以
て
、
門
人
を
携
卒
し
て
一
一
一
一
元
塗
炭
粛
を
建

つ
れ
ば
、
科
禁
既
に
重
く
、
匂
を
積
み
月
を
累
ね
、
霜
露
を
負

載
し
、
足
は
泳
り
首
は
泥
す
。
時
に
陰
雨
に
億
た
れ
ば
、
衣
裳

は
屈
指
濡
し
、
頚
風
は
振
属
し
、
巌
寒
は
肌
を
切
る
。
苦
を
忍
び

法
に
従
ひ
、
敢
へ
て
蔚
替
せ
ず
。
素
よ
り
各
々
一
鼠
冷
な
れ
ば
、

怠
僻
有
ら
ん
こ
と
を
慮
ば
か
り
、
乃
ち
五
感
を
読
き
、
以
て
相

(
却
)

ひ
勧
慰
す
。

陸
修
静
と
門
人
た
ち
は
、
元
嘉
三
十
年
(
四
五

=
一
〉
に
三
元
塗
炭
粛
を
寅
暗
闘
し
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
怯
非
常
に
苦
し
い

」
の
記
録
か
ら
、

五
六

も
の
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
も
と
よ
り
疲
れ
冷
え
き
っ
て
い
る
た
め

苦
し
い
三
元
塗
炭
粛
の
寅
践
に
際
し
て
怠
惰
の
心
が
生
じ
る
恐
れ
が

あ
る
。
そ
こ
で
、
励
ま
し
慰
め
る
た
め
に
「
五
感
の
心
」
が
設
か
れ

た
、
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
「
五
感
の
心
」
と
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
三
元
塗
炭
粛
を

賞
践
す
る
際
の
心
得
を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
『
洞
玄
室
賓
五
感
文
』

の
一
核
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、

こ
の
記
述
か
ら
、

「
五
感

の
心
」
と
は
、
陸
修
欝
が
寅
際
に
元
嘉
三
十
年
に
三
元
塗
炭
粛
を
寅

践
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か

修
静
の
こ
の
寅
践
な
し
に
は
、
「
五
感
の
心
」
と
そ

れ
に
伴
う
塗
炭
粛
の
護
展
は
な
く
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
修
静
が
こ
の

る

つ
ま
り
、

コ
一
元
塗
炭
粛
を
重
ん
じ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ

る

そ
れ
で
は
‘
こ
の
「
五
感
の
心
」
と
は
一
睡
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

(
一
ニ
)

五
感
の
心

陸
修
静
は
、
『
洞
玄
霊
賞
五
感
文
』
二
紙

a
に
お
い
て
、
「
五
感
の



心
」
の
な
い
従
来
の
塗
炭
粛
に
つ
い
て
、

塗
一
炭
粛
な
る
者
の
五
感
の
心
無
き
が
若
き
は
、
吾
に
勧
む
る
の

意
を
得
ざ
る
な
り
。

一
は
則
ち
呑
を
費
や
す
も
徒
務
な
れ
ば
な

り
。
二
は
則
ち
虚
部
品
を
成
せ
ば
な
り
。
三
は
則
ち
法
禁
を
軽
慢

ちす
更れ
も t王
罪な
罰り
を
招四
けは
ば則
なち
りao師。)教
を
駿
厚
す
れ
fl:. 
な
り

五
は
則

強
い
調
子
で
非
難
し
て
い
る
。

(
担
)

て
、
「
五
感
の
心
」
の
一
つ
一
つ
に
つ
い
て
具
盤
的
に
述
べ
て
い
る

が
、
そ
れ
ら
を
ま
と
め
る
と
、
衣
の
よ
う
に
な
る
。

①
父
母
に
よ
る
養
育
の
恩
に
感
じ
る
。

②
父
母
が
自
ら
を
育
て
る
震
に
三
途
の
苦
し
み
を
受
け
て
い
る
こ
と

と
述
べ

そ
し
て
、

そ
れ
に
績
け

に
感
じ
る
。

③
自
ら
が
幸
福
に
も
一
一
一
賓
ハ
道
費
・
経
費
・
師
賓
〉

に
蹄
命
で
き
る
こ

と
に
感
じ
る
。

④
太
上
衆
等
、
大
聖
黒
人
に
よ
る
三
途
の
寵
先
の
抜
苦
昇
一
一
踊
の
恩
に

感
じ
る
。

⑤
師
に
よ
る
獲
編
の
恩
に
感
じ
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
「
五
感
の
心
」
と
は
、
父
母
や
師
な
ど
自
ら
を
支

資

塗

炭

考

え
て
き
た
あ
ら
ゆ
る
者
に
謝
す
る
感
謝
、

感
恩
の
念
の
こ
と
で
あ

り
、
こ
の
感
謝
の
念
が
あ
っ
て
こ
そ
、
非
常
な
苦
を
倖
う
三
一
克
塗
炭

粛
寅
践
に
も
耐
え
得
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、

陸
修
静
は

自
ら
寅
践
す
る
こ
と
を
も
湿
し

て
、
三
元
塗
炭
粛
を
更
に
整
備
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

四

陸
修
静
以
後
の
塗
炭
禁
法

こ
こ
ま
で
考
察
し
て
き
て
、
塗
炭
粛
は
、
陸
修
静
に
よ
る
整
備
を

経
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
形
式
的
に
も
内
容
的
に
も
整
っ
た
も
の
に
な

っ
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。
し
か
し
、
道
教
儀
穫
の
整
備
は
、
臨
血
修
静

以
後
も
、
張
寓
一
服
、
社
光
庭
な
ど
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
き
た
と
い
う

事
実
か
ら
、
塗
炭
粛
そ
の
も
の
も
、
陸
修
静
以
後
、
何
ら
か
の
手
が

加
え
ら
れ
績
け
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。
そ
れ
で

は
、
こ
れ
よ
り
、
陸
修
静
以
後
の
塗
炭
策
法
に
つ
い
て
見
て
い
き
た

し、。

『
}
尤
上
秘
要
』
巻
五
十
・
塗
炭
掘
澗
口
問
所
載
の
塗
炭
粛
法

陸
修
静
以
後
の
塗
炭
粛
法
を
記
し
た
資
料
と
し
て
は
、
ま
ず
、
こ

〈

一

〉

五
七



塗

炭

菊

考

『
克
上
秘
要
』
巻
五
十
・
塗
炭
粛
品
が
あ
る
。
『
五
上
泌

要
』
は
、
北
周
・
武
一
帝
の
設
意
に
よ
り
、
通
道
観
に
お
い
て
編
纂
さ

れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
成
立
は
、
武
帝
末
年
の
五
七
一
年
か
ら
五

八
一
年
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

の

」

の

そ
れ
で
は
、
こ
の
塗
炭
市
刑
法
に
つ
い
て
、
紙
幅
の
関
係
上
お
お
ま

か
に
で
は
あ
る
が
、
そ
の
流
れ
を
迫
っ
て
い
き
た
い
。

こ
の
儀
櫨

は
、
(
ア
)
宿
勝
儀
(
前
夜
祭
〉
と
(
イ
)
本
儀
と
に
分
か
れ
る
た
め
、

そ
れ
ぞ
れ
の
儀
躍
に
分
け
て
頗
を
迫
っ
て
示
す
。

(

ア

)

宿
肋
骨
儀

①
常
朝
法
に
従
っ
て
端
技
漉
す
る
。

②
参
費
者
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
治
職
・
位
践
を
咽
惜
し
て
天
上
界
の
神
格

に
上
勝
す
る
。

③
「
智
慧
煩
」
一
一
一
首
を
讃
え
る
。

④
法
師
(
賢
主
〉
は
東
か
ら
西
に
向
き
直
っ
て

「
十
戒
」

を
設
き
、

諸
衆
は
伏
し
て
受
け
る
。

⑤
復
燈
祝
を
讃
請
し
て
復
燈
す
る
。

⑥
「
奉
戒
煩
」
を
諦
え
る
。

②
宿
啓
儀
が
終
了
す
る
。

五
八

(

イ

〉

本
儀

本
儀
は
、
宿
啓
儀
が
行
わ
れ
た
翌
日
の
早
朝
か
ら
行
わ
れ
、
後
述

す
る
よ
う
に
、
コ
一
日
三
晩
、

一
日
六
回
行
わ
れ
る
。

①
参
掘
調
者
た
ち
は
共
に
壇
に
入
る
。

②
奮
儀
に
従
っ
て
天
師
に
躍
し
一
柳
を
存
思
す
る
。

③
「
衛
霊
一
脚
呪
」
を
議
論
す
る
。

④
鳴
天
鼓
ド
二
一
十
四
回
行
う
。

⑤
設
燈
棋
を
講
読
し
て
端
技
燈
す
る
。

⑥
衆
官
た
ち
は
長
脆
し
て
鳴
天
鼓
を
二
十
四
回
行
う
。

⑦
出
官
し
て
天
上
界
の
神
格
に
上
啓
し
、
天
上
界
の
仙
官
が
驚
堂
へ

来
臨
し
て
儀
穫
を
監
視
す
る
こ
と
を
請
う
。

③
鳴
天
鼓
を
三
回
行
う
。

⑨
第
一

J
第
三
の
上
香
を
行
う
。

⑬
十
方
〈
東
・
南
・
西
・
北
・
東
北
・
東
南
・
西
南
・
西
北
・
上
・
下
)
に

濁
し
て
こ
の
順
に
穣
奔
し
機
悔
文
を
讃
請
す
る
。

⑪
四
方
(
西
・
北
・
東
・
南
)
に
刑
判
し
こ
の
順
に
躍
奔
し
機
悔
文
を
讃

請
す
る
。

⑫
命
魔
を
存
思
し
、
歩
虚
章
三
首
、
撞
経
煩
一
首
を
儀
薩
経
血
〈
に
従



っ
て
調
え
る
。

⑬
童
に
は
西
に
向
か
っ
て
、
夜
に
は
北
に
向
か
っ
て
、
参
暗
闇
者
達
そ

れ
ぞ
れ
が
髪
を
解
い
て
ザ
ン
バ
ラ
に
し
て
塗
一
炭
泥
額
の
行
潟
を
行

う
⑬
衆
骨
口
蓬
は
再
び
立
ち
上
が
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
位
競
を
名
の
り
、
天

上
界
の
紳
格
に
上
啓
す
る
。

⑮
法
師
〈
融
商
主
〉
は
、

説
く
。

上
香
し
て
東
に
向
い
て
立
ち

十
二
念
願
を

⑮
復
燈
祝
を
讃
請
し
て
復
燈
す
る
。

⑫
法
師
(
荷
主
)
は
東
に
向
く
。

⑬
参
驚
者
遺
は
そ
れ
ぞ
れ
鳴
天
鼓
を
二
十
四
回
行
う
。

⑫
参
融
用
者
逮
は
名
位
を
稀
し
、
稽
首
、
再
奔
し
て
、
天
上
界
の
紳
格

に
儀
躍
が
終
了
す
る
こ
と
を
上
唇
す
る
。

⑫
儀
穫
が
終
了
す
る
。

『
十
右
上
秘
要
』
巻
五
十
所
載
の
塗
炭
策
法
の
流
れ
は
以
上
の
よ
う

し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
は
、
塗
炭
泥
額
の
方
法
や
儀
櫨

に
な
る
が
、

を
行
う
目
的
な
ど
に
つ
い
て
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
に

つ
い
て
は
、
儀
薩
中
に
何
度
も
讃
請
さ
れ
る
上
啓
文
中
に
衣
の
よ
う

塗

努

考

炭

な
記
述
a

か
あ
る
。

謹
ん
で
、
相
ひ
携
へ
率
い
て

〔
某
の
〕
篤
に
天
師
の
旨
教
を

承
け
、
塗
炭
を
建
義
〔
議
〕

し
、
身
を
露
に
し
て
壇
に
中
り
、

骸
を
束
ね
て
自
ら
縛
り
、
散
髪
し
て
額
に
泥
し
、
頭
を
懸
け
て

髪
を
街
む
こ
と
欄
格
の
下
に
於
て
す
。
震
賓
下
元
大
謝
清
粛
に

依
り
て
焼
香
し
、
稽
類
し
て
恩
を
乞
ふ
。
刻
す
る
に
今
某
月
某

日
を
以
て
し
、
茶
郡
某
豚
某
郷
里
某
館
の
璽
壇
の
土
、
或
い
は

某
家
に
於
て
修
粛
し
て
清
謝
じ
、
燈
を
燃
し
て
明
を
績
け
、
諸

天
を
照
耀
す
。
三
旦
ニ
夜
、
各
々
六
時
に
行
道
し
、
某
家
の
億

の
曾
、
寓
の
祖
父
母
、
伯
叔
、
兄
弟
、
先
亡
後
死
、
下
は
某
の

身
に
及
ぶ
ま
で
の
元
教
数
劫
億
宗
以
来
の
行
ひ
し
所
の
罪
負
を

(
話
〉

俄
謝
す
。
(
一
紙
b
)

ま
た
、
粛
を
行
う
目
的
に
つ
い
て
は
、
第
三
の
上
呑
を
行
う
際
に

讃
請
さ
れ
る
次
の
よ
う
な
祝
文
か
ら
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

是
の
功
徳
を
以
て
某
家
に
蹄
流
せ
し
め
、

し
て
治
え
、
ー
踊
を
し
て
散
じ
、
一
一
踊
慶
を
し
て
来
り
生
じ
、
宅
舎

を
し
て
寧
吉
に
し
、
門
戸
を
し
て
興
隆
せ
し
め
、
某
の
身
を
し

て
仙
度
を
得
、
昇
り
て
無
震
に
入
り
、

願
は
く
は
、

突
を

四
大
と
錨
帽
を
合
せ
し

五
九



塗

炭

策

考

め
、
家
門
の
大
小
、
天
下
の
民
人
、
瞳
飛
、
嬬
動
、
一
切
の
衆

生
が
、
並
び
に
十
苦
入
難
、
五
毒
水
火
、
賊
疫
鬼
省
一
自
の
衆
厄
を

売
離
す
る
を
得
て
、
各
々
一
服
乱
仰
を
保
ち
、
元
第
に
安
ら
か
に
居

ら
ん
こ
と
一
切
町
(
十
一
一
一
紙
b
)

こ
れ
ら
よ
り
、
『
克
上
秘
要
』
巻
五
十
所
載
の
塗
炭
粛
に
つ
い
て

は
以
下
の
こ
と
が
言
え
る
。

①
場
所
は
、
道
館
の
霊
壇
、
あ
る
い
は
依
頼
者
の
家
。

②
刑
期
開
は
、
三
日
三
晩
で
、
そ
れ
ぞ
れ
、
早
朝
、

日
中
、

日
設
、
初

夜
、
中
夜
、
後
夜
の
六
回
行
な
う
。
(
た
だ
し
、
宿
啓
儀
は
前
夜
祭
な

の
で
日
数
に
は
含
ま
な
い
U

③
目
的
は
、
依
頼
者
の
何
世
代
前
も
の
租
先
、
親
族
、
兄
弟
、
引
い

て
は
依
頼
者
自
身
が
こ
れ
ま
で
犯
し
て
き
た
罪
過
を
餓
悔
し
、

切
の
衆
生
が
、
十
苦
八
難
等
の
苦
厄
を
売
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
一
幅一

株
を
得
て
無
魚
の
境
地
に
安
ん
ず
る
よ
う
祈
願
す
る
。

④
塗
炭
し
て
機
悔
す
る
方
法
は
、
身
を
さ
ら
け
出
し
て
壇
に
登
り
、

自
ら
鱒
を
縛
り
、
髪
を
ザ
γ
パ
ラ
に
し
て
額
に
泥
を
塗
り
、
頭
を

欄
格
に
懸
け
て
髪
を
口
の
中
に
含
み
、
「
霊
賓
下
一
五
大
謝
清
菊
」

に
よ
っ
て
焼
香
し
、
額
を
地
面
に
つ
け
て
恩
を
請
う
。

ノ、。

⑤
燈
を
ず
っ
と
燃
や
し
績
け
て
、
諸
天
を
照
ら
す
。

〈一一)

「
陪
豊
岡
』
巻
三
十
五
・
経
籍
士
山
所
載
の
潔
斎
法

最
後
に
、
陸
修
静
以
後
の
塗
炭
粛
に
つ
い
て
述
べ
た
で
あ
ろ
う
と

考
え
ら
れ
る
『
障
室
閏
』
巻
三
十
五
・
経
籍
士
山
所
載
の
潔
祷
法
に
つ
い

て
考
察
し
て
み
た
い
。
こ
の
資
料
に
は
、
道
教
の
潔
策
法
に
闘
し
て

次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

其
の
潔
粛
の
法
に
は
、
責
棺
錦
、
玉
銀
、
金
銭
、
塗
炭
等
の
粛
有

り
。
壇
三
成
を
魚
し
、
成
毎
に
皆
な
師
脈
絡
を
置
き
、
以
て
限
域

と
矯
す
。
傍
に
各
々
門
を
開
き
、
皆
な
法
象
有
り
。
粛
す
る
者

に
は
、
亦
た
人
数
の
限
り
有
り
て
、
次
を
以
て
師
肺
結
の
中
に
入

り
、
魚
貫
面
縛
し
、
慾
答
を
陳
設
し
、
一
柳
祇
に
告
白
す
る
こ
と

董
夜
息
ま
ず
、
或
い
は
一
、
二
、
七
日
に
し
て
止
む
。
其
の
粛

す
る
の
数
の
外
に
有
る
の
人
は
、
設
び
に
蘇
絡
の
外
に
在
り
。

之
を
菊
客
と
謂
ひ
、
但
だ
奔
謝
す
る
の
み
に
し
て
面
縛
せ
ざ
る

〈
釘
)

な
り
。

こ
こ
に
あ
る

と
は
、
茅
を
連
ね
て
園
い
に
し
た
も
の

「師肺結」

で
、
こ
れ
以
前
の
塗
炭
禁
法
に
お
い
て
見
ら
れ
た
欄
格
に
相
嘗
す
る



ても
いの
たで
こあ
とる
カ， 0 

分こ
かれ
る翁 に
〕よ

り

嘗
時

の
儀
櫨
t主
野
外
で
行
わ
れ

ま
た
、
「
魚
貫
面
縛
」

と
は
、

雨
手
を
逆

手
に
し
て
縛
り
、
顔
を
前
に
向
け
て
列
を
な
す
こ
と
で
、
身
艦
上
に

〔
却
)

お
け
る
自
虐
行
震
を
一
示
す
も
の
で
あ
る
。

こ
の
記
述
で
は
、
寅
篠
粛
と
玉
篠
驚
と
金
銭
粛
と
塗
炭
粛
と
の
四

一
般
的
な
粛
儀
穫
に
つ
い

つ
の
粛
の
名
、
が
併
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、

て
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、

縛
」
と
い
う
身
盤
上
の
自
虐
行
震
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
す
る
と
、
こ
の
記
述
は
、
塗
炭
粛
を
中
心
と
し
て
な
さ
れ
た
も

(
岨
)

の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
門
に
つ
け
ら
れ
て
い
る
「
法
象
」
に
関
し
て
雪
一
口
う
と
、
輿

謄
宏
氏
は
『
元
上
秘
要
』
と
の
関
連
か
ら
、
各
隅
に
九
燈
ず
っ
、
計

三
十
六
燈
の
燈
火
を
置
い
て
三
十
六
天
を
象
徴
し
た
も
の
で
あ
る
と

し
て
い
る
山
こ
の
記
述
だ
け
で
は
、
そ
こ
ま
で
言
い
得
る
か
ど
う
か

」

の

「
魚
貫
両

剣
断
し
か
ね
る
が
、

し
か
し
、
文
字
の
意
味
か
ら
し
て
、
何
ら
か
の

象
徴
で
あ
る
こ
と
だ
け
は
言
え
そ
う
で
あ
る
。

以
上
よ
り
、
惰
代
の
潔
粛
の
方
法
に
つ
い
て
ま
と
め
る
と
、
衣
の

よ
う
に
な
る
。

塗

炭

驚

考

①
野
外
に
三
層
よ
り
な
る
驚
壇
を
組
む
。

②
粛
壇
の
各
層
に
は
蘇
絡
が
置
か
れ
て
外
と
区
切
ら
れ
て
い
る
。

③
壇
の
四
隅
に
は
そ
れ
ぞ
れ
門
が
開
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
に
は
法

象
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。

④
粛
を
行
う
者
に
は
人
数
に
制
限
が
あ
る
。

⑤
粛
を
行
う
者
は
、
順
番
に
師
肺
結
の
中
に
入
り
、
百
附
手
を
逆
手
に
し

て
縛
り
、
顔
を
前
に
向
け
列
を
な
し
て
罪
を
述
べ
、
一
柳
に
告
白
す

る
⑥
粛
の
日
数
は
一
目
、
あ
る
い
は
二
日
、
七
日
で
、
董
夜
休
ま
ず
行

わ
れ
る
。

⑦
制
限
人
数
か
ら
外
れ
て
豚
諮
の
外
に
い
る
者
を
菊
客
と
言
い
、
面

縛
し
な
い
で
た
だ
奔
謝
す
る
だ
け
で
あ
る
。

五

む

す

び

以
上
、
塗
炭
策
法
に
つ
い
て
成
立
年
代
順
に
考
察
し
て
き
た
。
最

後
に
、
「
塗
炭
」
に
よ
る
餓
悔
の
方
法
と
、
塗
炭
賛
を
行
う
目
的
と

い
う
塗
炭
粛
を
寅
践
す
る
上
で
極
め
て
重
要
と
思
わ
れ
る
二
黙
に
つ

い
て
、

そ
れ
ら
が
い
か
に
媛
、
遷
し
て
き
た
の
か
整
理
し
て
お
き
た

ム

ノ、



粛

考

塗

炭

L、。
ま
ず
、
「
塗
炭
」
に
よ
る
機
悔
の
方
法
で
あ
る
が
、

本
的
に
は
、
第
二
節
〈
一
)
で
『
時
間
惑
論
』
、
『
二
教
諭
』
、
『
笑
道
論
』

と
い
う
併
教
側
の
資
料
の
み
に
よ
っ
て
考
察
し
た
結
果
と
ほ
ぼ
同
じ

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
王
公
期
が
「
打
拍
」
を
治
去

L
、
陸
修
静
に
よ

っ
て
「
反
縛
」
が
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
反
縛
」
は
、
陸

修
静
が
中
関
古
来
の
技
法
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
一
っ
て
付
け
加
え

ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
修
静
は
そ
れ
に
よ
っ
て
た
だ
「
反
縛
」
の
み

」
れ
は

な
ら
ず
、
「
叩
頭
」

と
い
う
自
虐
行
潟
、

更
に
、
「
口
に
玉
壁
を
合

む
」
と
い
う
死
者
に
濁
し
て
行
う
行
震
を
も
加
え
て
い
る
。
こ
れ
ら

に
よ
り
、
陸
修
静
の
塗
炭
斎
法
に
お
け
る
儀
櫨
執
行
者
は
、
ま
る
で

罪
人
か
死
ん
で
地
獄
に
落
ち
て
苦
し
ん
で
い
る
者
を
韓
現
し
て
い
る

か
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

一
方
、
陸
修
静
以
降
は

こ
の
「
塗
炭
」
に
よ
る
機
悔
の
方
法
に

関
し
て
言
え
ば
、
大
き
な
媛
化
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
陸
修
静
に
よ
る
幾
草
を
怒
る
こ
と
で
、
塗
炭
粛
は
ほ
ぼ
定
式

化
さ
れ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

1;( 

塗
炭
粛
を
行
う
目
的
で
あ
る
が
、

時
代
が
下
る
に
従
っ

ム

ノ、

て
、
救
済
の
範
園
が

「
父
母
、
恩
師
、
道
門
の
信
者
」
か
ら
「
図

基

家
」
そ
し
て
「
一
切
の
衆
生
L

へ
と
績
大
し
て
い
る
こ
と
が
注
一
意
さ

れ
る
。こ
の
績
大
の
原
因
と
し
て
、

静
を
都
に
徴
求
し
た
こ

Uν

及
び
陸
修
静
が
園
家
の
た
め
に
明
帝
の

治
病
を
行
っ
た
事
例
な
ど
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
陸
修
静
と
図
家

の
結
び
つ
き
が
深
か
っ
た
た
め
、
道
教
が
ム
次
第
に
園
家
宗
教
的
な
方

向
へ
と
向
か
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
ム
次
第
に
道
数
の
驚
儀
躍
に
射
す

一
つ
は
、
明
一
帝
が
再
三
に
渡
り
陸
修

る
祉
舎
的
需
要
が
高
ま
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

も
う
一
つ
の
原
因
と
し
て
は
、
「
一
切
の
衆
生
」
と
あ
る
よ
う
に
、

傍
数
の
大
乗
思
想
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
。
道
教
経
典
で
あ
る
霊
寅

経
に
は
、
こ
の
傍
教
の
大
乗
思
想
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
お
り
、

の
衆
生
の
救
済
が
説
か
れ
て
い
る
。

一
方
、
陸
修
静
は
、

一
切

四
三
七
年

に
こ
の
震
寅
経
を
整
理
し
、
そ
の
後
、

四
五
七
年
に
「
五
感
の
心
」

を
取
り
入
れ
る
な
ど
塗
炭
粛
の
整
備
を
行
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
よ

り
、
塗
炭
驚
は
、
陸
修
静
に
よ
る
整
備
を
経
る
こ
と
で
、
霊
質
経
を

通
じ
て
傍
教
の
大
乗
思
想
が
取
り
入
れ
ら
れ
、
や
が
て
、
一
切
の
衆

生
の
救
済
が
設
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。



註(1
)

融
商
儀
膿
の
種
類
、
分
類
方
法
な
ど
に
つ
い
て
は
、
劉
、
四
二
八

t
四

三
七
頁
参
照
。

〈
2
)

陸
修
静
の
惇
記
に
関
し
て
は
、
陳
、
三
八

t
四
四
頁
に
詳
説
さ
れ
て

い
る
他
、
大
淵
一
九
九
七
年
、
第
一
章
附
「
陸
修
静
に
つ
い
て
」
及

び
、
吉
岡
、
第
二
章
一
「
陸
修
静
停
」
参
照
。

(

3

)

山
田
一
九
九
九
年
、
第
二
篇
第
二
早
「
道
教
に
お
け
る
菊
法
の
成

立」。

(

4

)

霊
賓
経
に
関
し
て
は
、
大
淵
一
九
九
七
年
、
第
二
章
「
霊
費
経
の
基

礎
的
研
究
」
及
び
、
小
林
一
九
九
O
年
、
第
一
一
一
章
「
蜜
賓
経
の
形
成
」

参
熊
。

(

5

)

例
え
ば
、
田
中
、
大
淵
一
九
九
七
年
、
第
四
章
「
無
上
秘
要
と
そ
の

周
遺
」
、
興
謄
な
ど
が
あ
る
。

(

6

)

大
淵
一
九
九
七
年
、
四
五
七
頁
。

(

7

)

叉
塗
炭
費
者
、
事
起
張
魯
。
底
夷
難
化
、
故
制
斯
法
。
乃
騒
騒
泥

中
、
黄
歯
泥
面
、
槌
頭
懸
錦
、
堤
埴
使
熱
。
此
法
指
在
退
陣
、
不
施
華

夏
。
至
義
照
初
、
有
王
公
其
、
衣
食
費
僚
苦
、
矯
省
打
拍
。
呉
陸
修
静

甚
知
源
僻
、
猶
渥
挟
額
懸
康
市
己
。

(

8

)

或
篤
塗
炭
費
者
、
黄
土
泥
面
、
騒
穣
泥
中
、
懸
頭
著
柱
、
打
拍
使

熟
。
自
耳
目
義
照
中
、
道
士
王
公
期
、
除
打
拍
法
。
而
陸
修
静
、
猶
以
黄

土
泥
額
、
反
縛
懸
頭
。

〈
9
)

塗
炭
費
者
、
事
起
張
魯
。
騒
騒
泥
中
、
黄
土
塗
面
、
摘
頭
懸
櫛
、
堤

埴
使
熱
。
至
義
照
初
、
有
玉
公
靭
省
去
打
拍
。
呉
陸
修
静
、
猶
泥
額
反

資

考

塗

炭

縛
眠
伊
頭
而
日
。

〈
叩
山
)
マ
ス
ベ
ロ
、
二
八
二
貝
以
下
に
よ
れ
ば
、
塗
炭
粛
は
、
五
斗
米
道
以

来
の
教
法
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
山
田
利
明
は
、
山
田
一
九
九
九
年
、

二
O
一
ニ
頁
註
(

1

)

に
お
い
て
、
可
典
略
』
に
記
さ
れ
て
い
な
い
、
「
-

斎
」
と
穣
す
る
蔚
儀
躍
が
三
張
の
時
に
成
立
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ

な
い
な
ど
の
理
由
か
ら
、
こ
の
設
を
否
定
し
て
い
る
。

(
U
〉
吉
川
、
一
八
九
頁
参
照
。
ま
た
、
寸
打
拍
」
に
闘
し
て
は
、
楊
も
参

照。

(
ロ
)
太
員
科
上
云
、
篤
病
救
命
名
潟
義
賛
。
三
日
夜
高
徳
一
人
魚
賢
主
、

五
入
居
岬
従
官
。
精
誠
好
築
銀
生
亦
可
従
賛
。
非
好
融
市
進
徳
不
得
「
従
鷲

也
。
」
又
云
、
救
解
父
母
師
君
同
道
大
災
病
厄
、
賢
官
露
壇
大
謝
、
関
格

散
髪
、
泥
額
薩
三
十
二
天
。
費
中
奏
子
午
輩
、
苦
到
必
感
。
(
依
旨
数

塗
炭
趨
刑
法
也
)
費
悉
門
中
然
七
燈
、
租
延
光
明
。
叉
五
燈
井
竃
門
閣
各

一
、
致
聴
明
一
一
踊
也
。
又
云
、
法
師
宜
法
、
衆
官
精
苦
、
行
麓
得
節
、
儀

序
不
脂
、
病
人
受
息
、
漸
蒙
差
愈
。
一
二
日
費
、
心
魁
有
数
者
、
賜
師
算

三
十
、
従
官
小
算
二
十
。
斎
日
計
倍
潟
率
也
。

(
日
)
小
林
一
九
九
八
年
、
二
ニ
六

t
一
四
二
頁
、
及
び
山
田
一
九
九
九

年
、
一

O
四

t
一
O
五
頁
参
照
。

(
M
〉
=
一
十
二
天
と
は
、
『
太
上
震
賓
諸
天
内
君
目
玉
字
』
(
「
道
蔵
』

S
N九

七
)
な
ど
に
見
ら
れ
る
天
界
設
で
、
東
西
南
北
の
四
方
に
各
々
八
矢
ず

つ
配
さ
れ
て
い
る
。
詳
細
は
、
小
林
一
九
九
八
年
、
二
ハ
五
l
一
六
七

頁
参
照
。

(
日
)
「
洞
玄
盤
賓
五
感
文
』
七
紙
b
一
で
は
、
塗
炭
粛
に
つ
い
て
、
「
苦
節

~ 

ノ、



塗

炭

予寄

考

を
以
っ
て
功
と
篤
し
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
功
徳
」
に
つ
い
て
は
、

山
田
一
九
九
九
年
、
第
一
篇
第
四
章
「
冠
謙
之
と
陸
修
静
の
儀
瑳
整

備
」
多
照
。

(
時
)
上
草
に
つ
い
て
は
、
丸
山
一
九
八
七
年
、
同
一
九
八
六
年
参
照
。

(
ロ
)
『
抱
朴
子
』
内
篇
・
劉
俗
篇
に
は
「
或
問
日
、
潟
道
者
、
蛍
先
立
功

徳
、
審
然
否
。
抱
朴
子
答
目
、
有
之
。
按
玉
鈴
経
中
篇
云
、
立
功
策

上
、
除
過
次
之
。
潟
道
者
以
救
人
危
、
使
菟
稿
、
護
人
疾
病
、
令
不
在

死
、
震
上
功
。
欲
求
仙
者
、
要
鴬
以
忠
孝
和
順
仁
信
篤
本
。
:
・
叉

云
、
人
欲
地
仙
、
蛍
立
三
百
諮
問
。
欲
天
仙
、
立
千
二
百
善
。
」
と
あ
る
。

(
国
)
『
元
上
黄
篠
大
鷲
立
成
儀
』
(
『
道
蔵
』

S
N
五
O
八
)
巻
十
六
、
二

十
紙
a
に
「
陵
天
師
撫
経
訣
而
撰
費
、
謝
、
戒
、
罰
之
儀
。
三
銀
、
九

幽
、
解
考
、
塗
炭
、
=
一
日
、
七
日
:
:
:
品
目
雌
繁
而
儀
短
則
一
。
」
と

あ
る
。

(
四
)
『
洞
玄
霊
賓
五
感
文
』
五
紙

a
l七
紙
b
に
お
け
る
費
儀
躍
の
分
類

を
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

一
、
上
清
之
芳
二
法

①
群
を
紹
ち
て
偶
を
離
る
云
々
②
孤
影
も
て
夷
に
し
総
く
す

二
、
洞
玄
霊
賓
之
粛
九
法

①
金
銭
費
②
葉
銀
古
川
③
明
民
間
澗
④
三
元
資
⑤
八
節
調
潤

⑤
自
然
資
②
洞
紳
一
一
一
皇
之
菊
③
太
一
之
費
⑨
指
数
之
費

三
、
三
元
塗
炭
之
驚

〈
刷
出
)
小
林
一
九
九
八
年
、
二
一
一
一
一

J
二
=
三
頁
参
照
。

(
匁
〉
一
ニ
元
塗
炭
寵
百
貨
践
法
に
つ
い
て
は
、
田
中
九
九
l
一
O
O頁
、
小
林

六
四

一
九
九
八
年
、
二
二
七
頁
、
山
田
一
九
九
七
年
、
一
八
二
頁
参
照
。

(
辺
〉
こ
の
部
分
の
上
元
・
中
元
・
下
元
の
三
元
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
を
賓

を
行
う
日
数
と
解
し
、
上
一
広
三
月
十
五
日
)
、
中
元
(
七
月
十
五
日
)
、

下
元
(
十
月
十
五
日
〉
の
=
一
一
五
日
に
曜
粛
を
行
う
と
い
う
考
え
方
も
あ
る

が
ハ
山
田
二

0
0
0年
、
七
七
一
良
〉
、
し
か
し
、
筆
者
は
、
『
洞
玄
鍾
賓

五
感
文
』
の
該
嘗
部
分
(
七
紙
b
五

t
七
紙
b
六
)
を
「
策
に
上
、

中
、
下
の
三
元
有
り
て
相
ひ
連
な
る
。
一
一
克
は
十
二
日
、
合
し
て
三
十

六
日
な
り
に
と
讃
み
、
上
元
・
中
元
・
下
元
の
三
元
は
漣
績
し
て
い

る
と
解
し
た
。
こ
れ
は
、
こ
の
節
の
〈
二
)
に
お
い
て
考
察
す
る
陳
・

馬
植
の
『
道
皐
博
』
に
「
先
生
率
衆
、
建
三
一
見
露
資
、
恒
周
園
-
析
請
。
至

二
十
日
、
一
雲
陰
風
急
、
軽
雨
漉
塵
。
二
更
再
唱
、
堂
前
忽
有
黄
集
。
」

と
あ
る
こ
と
も
そ
の
詮
援
と
な
る
。

(
出
品
)
俸
に
「
許
男
、
面
縛
街
壁
、
大
夫
、
表
経
、
士
、
輿
槻
」
と
あ
り
、

そ
の
杜
預
の
誌
に
「
縛
手
於
後
、
唯
見
英
国
、
以
壁
潟
賛
。
手
縛
、
故

街
之
機
棺
也
。
絡
受
死
、
故
表
経
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
よ
り
、
「
面
縛
」

と
は
、
「
手
を
後
ろ
に
し
て
縛
る
」
と
な
り
、
こ
れ
は
、
こ
の
三
元
塗

炭
粛
に
お
け
る
「
反
縛
」
に
一
致
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
は
、
死
を
受
け

よ
う
と
し
て
な
さ
れ
た
行
篤
で
あ
る
こ
と
も
分
か
る
。

(
川
品
)
例
え
ば
、
「
白
虎
通
』
嵐
官
同
に
「
故
天
子
飯
以
玉
、
諸
俣
以
珠
、
大

夫
以
壁
、
士
以
貝
」
と
あ
る
。

(
お
)
『
三
園
志
』
貌
書
・
張
魯
停
、
義
松
之
註
所
引
『
典
略
』
参
照
。

(
お
)
小
林
一
九
九
八
年
、
二
七
頁
、
大
淵
一
九
九
一
年
、
一
五
一

J
一
五

六
頁
参
照
。



(
町
出
〉
又
目
、
三
元
塗
炭
之
賛
。
以
苦
節
震
功
、
上
解
億
曾
道
租
、
無
数
劫

来
宗
親
門
族
、
及
己
身
家
門
無
秩
数
罪
、
怒
抜
憂
苦
、
済
人
危
厄
。
其

功
至
重
、
不
可
務
量
。

(
お
)
宋
太
始
七
年
四
月
、
明
帯
不
縁
。
先
生
率
衆
、
建
=
一
元
露
費
、
潟
図

新
請
。
至
二
十
日
、
雲
陰
風
念
、
軽
雨
漏
塵
。
二
夏
再
唱
、
堂
前
忽
有

黄
気
。
朕
如
賓
蓋
。
下
而
昇
、
高
十
丈
許
、
菊
覆
増
塀
。
数
刻
之
頃
、

備
成
五
色
、
映
暖
槍
根
、
俳
細
良
久
、
忽
復
廻
穂
、
至
経
塞
上
、
散
漫

乃
敗
。
預
観
費
者
百
有
徐
人
、
莫
不
皆
見
。
事
奏
、
天
子
疾
暗
躍
。
以
潟

嘉
群
。

(

m

)

以
忍
〈
巳
年
冬
、
織
率
門
人
、
建
一
一
一
一
見
塗
炭
費
、
科
禁
既
重
、
積
旬
累

月
、
負
戴
霜
露
、
足
泳
首
泥
、
時
値
陰
雨
、
衣
裳
謡
濡
、
頚
風
振
属
、

巌
寒
切
肌
。
忍
苦
従
法
、
不
敢
腐
替
。
素
各
扇
冷
、
慮
有
怠
悔
、
乃
設

五
感
、
以
相
勘
慰
。

(
叩
剖
)
若
塗
炭
費
者
無
五
感
之
心
、
不
得
勘
五
日
之
意
。
一
則
費
呑
徒
労
。
一
一

則
成
於
虚
在
。
三
則
軽
慢
法
禁
。
四
則
段
辱
師
数
。
五
則
更
招
罪
罰
。

門
担
)
「
五
感
の
心
」
に
つ
い
て
は
、
任
、
一

O
一
一
一
貝
、
卿
、
一
三
頁
、

田
中
九
九
頁
、
山
田
二

O
O
O年
、
七
八
頁
参
照
。

ハ
幻
)
こ
の
部
分
は
、
原
文
は
、
「
宿
啓
。
先
依
常
靭
法
。
寛
、
穂
治
職
位

競
」
と
な
っ
て
い
て
融
界
虚
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
て
い
な
く
、
ま
た
、

「
常
朝
法
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
も
不
明
で
あ
る
が
、
『
元
上

秘
要
』
巻
四
十
八
・
震
賓
費
宿
啓
儀
品
で
は
、
こ
の
部
分
に
お
い
て
渓

燈
し
て
い
る
こ
と
、
⑤
の
復
燈
に
鈎
す
る
裂
燈
が
な
い
こ
と
か
ら
、
こ

の
「
常
靭
法
」
は
設
燈
法
で
あ
る
と
解
回
押
し
た
。
ち
な
み
に
、
「
護
燈
」

事腎

考

塗

炭

と
は
、
遣
い
と
し
て
天
上
に
迭
る
鐙
内
紳
を
慢
外
へ
と
出
す
こ
と
で
あ

り
、
「
復
趨
」
と
は
、
睡
眠
内
一
柳
を
鍾
内
へ
と
戻
す
こ
と
で
あ
る
。

門
的
同
〉
石
田
、
一
五
一

t
一
五
二
頁
に
よ
る
と
、
「
鳴
天
鼓
」
と
は
、
爾
手

を
耳
の
後
ろ
の
後
頭
部
か
ら
耳
に
か
け
て
あ
て
が
っ
て
、
頭
蓋
を
叩

き
、
鐙
内
の
衆
紳
を
そ
れ
ぞ
れ
の
在
る
べ
き
場
所
に
在
ら
し
め
る
身
睦

技
法
で
あ
り
、
こ
れ
を
行
な
う
者
の
膜
想
の
鐙
内
で
は
、
雷
の
よ
う
な

一
品
一
目
が
と
ど
ろ
く
が
、
寅
際
の
儀
躍
の
場
に
響
く
の
は
鈍
く
か
す
か
な
打

音
の
か
け
ら
に
す
ぎ
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。

(
鎚
〉
「
出
官
」
と
は
、
前
の
渓
燈
に
加
え
て
さ
ら
に
多
く
の
鐙
内
紳
を
慢

外
へ
と
呼
び
出
す
こ
と
で
あ
る
。

〈
お
)
謹
相
挽
卒
、
潟
承
天
獅
旨
敬
、
建
義
塗
炭
、
露
身
中
壇
、
束
骸
自

縛
、
散
髪
泥
額
、
懸
頭
街
髪
於
欄
格
之
下
。
依
震
賓
下
一
見
大
謝
清
資
焼

香
、
稽
類
乞
思
。
組
以
今
某
月
茶
目
、
於
某
郡
某
帽
脚
某
郷
里
某
舘
霊
寝

之
上
或
某
家
修
費
清
謝
、
然
燈
績
明
、
照
耀
諸
天
。
三
日
三
夜
、
各
六

時
行
道
、
餓
謝
某
家
信
曾
高
祖
父
母
、
伯
叔
兄
弟
、
先
亡
後
死
、
下
及

某
身
元
秩
数
劫
億
宗
以
来
所
行
罪
負
。

(
鉛
)
願
以
是
功
徳
鰭
流
某
家
、
使
交
消
禍
散
、
一
一
蹴
慶
来
生
、
宅
合
寧
士
日
、

門
戸
興
隆
、
令
某
身
得
仙
度
、
昇
入
宏
潟
、
輿
四
大
合
徳
、
家
門
大

小
、
天
下
民
入
、
喧
飛
、
嬬
動
、
一
切
衆
生
、
誼
得
菟
離
十
苦
八
難
、

五
毒
水
火
、
賊
疫
鬼
害
衆
厄
、
各
保
稿
誠
、
安
居
エ
ん
策
。

(
閉
山
)
其
潔
資
之
法
、
有
責
築
、
玉
篠
、
金
露
、
塗
炭
等
賛
。
篤
壇
三
成
、

毎
成
皆
置
係
籍
、
以
潟
限
域
。
傍
各
開
門
、
皆
有
法
象
。
費
者
亦
有
人

数
之
限
、
以
衣
入
子
蘇
菊
之
中
、
魚
貫
面
縛
、
陳
説
忽
答
、
告
白
紳

六
五



塗

炭

事野

考

抵
、
差
夜
不
息
、
或
一
一
一
七
日
而
止
。
其
費
数
之
外
有
人
者
、
並
在
師
肺

結
之
外
。
謂
之
賓
客
、
但
奔
謝
而
己
、
不
面
荷
主
周
。

(
お
)
田
中
九
八
頁
参
照
。

(
却
)
田
中
文
雄
は
、
田
中
九
八
頁
に
お
い
て
、
「
魚
賞
」
を
「
手
を
後
手

に
縛
る
」
と
、
「
面
縛
」
を
「
目
隠
し
を
す
る
」
と
解
圃
押
し
て
お
り
、

石
井
公
成
は
、
石
井
、
一
五

t
一
六
頁
に
お
い
て
、
密
教
細
胞
奥
か
ら
考

察
し
て
「
面
縛
」
を
「
布
で
顔
を
覆
っ
た
様
子
」
と
解
揮
し
て
い
る
。

筆
者
は
、
「
面
縛
」
に
つ
い
て
は
、
註
(
お
〉
よ
り
「
爾
手
を
逆
手
に
し

て
縛
る
」
と
解
開
押
し
、
「
魚
賞
」
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
解
揮
に
従
っ

て
、
「
頚
を
前
に
向
け
列
を
な
す
」
と
し
た
。

〈
同
制
〉
田
中
九
八
頁
、
輿
膳
三
一
頁
参
照
。

〈H
批
〉
輿
膳
三
二
頁
参
照
。

(
州
制
)
紳
塚
、
四
五
九
l
四
六
四
頁
参
照
。

(
必
〉
大
淵
一
九
九
七
年
、
五
九

1
六
O
頁
参
照
。

参
考
・
引
用
支
献

・
劉
校
高
『
中
園
道
教
の
祭
り
と
信
仰
』
上
ハ
棲
楓
位
、
一
九
八
一
一
一
年
〉

・
陳
園
符
『
道
磁
源
流
考
』
上
加
(
中
華
書
局
、
一
九
六
三
年
)

・
大
淵
忍
爾
『
道
数
と
そ
の
経
典
』
(
創
文
位
、
一
九
九
七
年
〉

・
同
前
『
初
期
の
道
数
』
(
創
文
社
、
一
九
九
一
年
)

六ムハ

-
吉
岡
義
豊
「
陸
修
静
俸
」
(
『
吉
田
阿
義
豊
著
作
集
』
第
一
一
一
巻
、
五
月
書
房
、

一
九
八
八
年
)

・
山
田
利
明
『
六
朝
道
教
儀
績
の
研
究
』
(
東
方
書
広
、
一
九
九
九
年
)

・
阿
前
「
儀
躍
の
理
論
」
(
『
講
座
道
教
』
第
二
袋
、
雄
山
閣
出
版
、
二

O
O

O
牛〉

・
小
林
正
美
『
六
朝
道
教
史
研
究
』
(
創
文
祉
、
一
九
九
O
年
)

・
間
前
『
中
園
の
道
教
』
(
創
文
社
、
一
九
九
八
年
)

・
田
中
文
雄
「
儀
躍
の
空
間
」
(
『
講
座
道
教
』
第
二
袋
、
雄
山
閣
出
版
、
二

0
0
0年〉

・
輿
膳
宏
「
惰
書
経
籍
志
議
経
序
の
道
教
教
理
」
(
『
京
都
大
皐
文
皐
部
研
究

紀
要
』
第
三
十
二
鋭
、
一
九
九
三
年
)

・
ア
ン
リ
マ
ス
ベ
ロ
『
道
教
』
(
川
勝
義
雄
誇
、
卒
凡
社
、
一
九
七
八
年
)

・
吉
川
忠
夫
誇
『
大
乗
併
典
中
園
・
日
本
篇
四
』
(
中
央
公
論
社
、
一
九

八
八
年
)

・
楊
聯
陸
「
道
敬
之
自
縛
輿
併
敬
之
自
撲
描
山
論
」
令
中
央
研
究
院
歴
史
語
言

研
究
所
集
刊
』
第
一
一
一
十
四
本
、
一
九
六
二
年
〉

・
丸
山
宏
「
上
章
儀
櫨
よ
り
見
た
る
正
一
道
教
の
特
色
」
令
併
教
史
事
研

究
』
第
三
十
鋭
、
一
九
八
七
年
)

・
同
前
「
正
一
道
敬
の
上
章
儀
躍
に
つ
い
て
」
(
『
東
方
宗
数
』
第
六
十
八

鏡
、
一
九
八
六
年
〉

・
任
縫
食
主
編
『
道
臓
提
要
』
(
中
園
祉
曾
科
挙
出
版
社
、
一
九
九
一
年
)

・
卿
希
泰
「
関
輿
道
教
資
醸
及
其
形
成
問
題
初
探
」
(
『
世
界
宗
教
研
究
』
一

九
八
六
年
第
四
期
)



-
石
田
秀
賞
『
か
ら
だ
の
な
か
の
タ
オ
』
(
卒
河
出
版
社
、
一
九
九
七
年
)

・
石
井
公
成
ヱ
ハ
靭
期
に
お
け
る
道
教
・
傍
教
の
焼
香
儀
綾
」
令
駒
津
大
皐

大
皐
院
傍
数
摩
研
究
曾
年
報
』
第
二
十
九
説
、
一
九
九
六
年
〉

-
一
脚
塚
淑
子
ヱ
ハ
朝
準
薮
思
想
の
研
究
』
(
創
文
社
、
一
九
九
九
年
〉

費

塗

炭

考

梁寺稲 F申松石高前三山野池堀
西畑塚下合橋田浦田村zp:池執

光耕淑道 育繁園明英紀信筆

音輝郎子信呑一樹雄康登子夫者

紹

時土博士 課博士 課謀大勤議

課課 程程課 程
程程
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